


１．効力発生日（会社法施行規則第２００条第１号） 

２０２３年７月１日 

 

２．堺Ｌにおける法定手続の経過（会社法施行規則第２００条第２号） 

  （１）吸収合併をやめることの請求の手続の経過 

     堺Ｌは、当社の完全子会社であったため、会社法第７８４条の２に基づく吸収合

併をやめることの請求について、該当事項はありません。 

 

  （２）反対株主の株式買取請求の手続の経過 

     堺Ｌは、当社の完全子会社であったため、会社法第７８５条に基づく反対株主の

株式買取請求について、該当事項はありません。 

 

  （３）新株予約権買取請求の手続の経過 

     堺Ｌは、新株予約権を発行していないため、会社法第７８７条に基づく新株予約

権買取請求について、該当事項はありません。 

 

  （４）債権者の異議申述の手続の経過 

     堺Ｌは、会社法第７８９条第２項に基づき、２０２３年５月１９日付官報によ

り、債権者に対し異議申述の公告を行うとともに、知れている債権者に対し格別の

催告をいたしましたが、異議申述期限までに異議を述べた債権者はおりませんでし

た。 

 

３．当社における法定手続の経過（会社法施行規則第２００条第３号） 

  （１）吸収合併をやめることの請求の手続の経過 

     本吸収合併は、会社法第７９６条第２項本文に規定する簡易合併であるため、該

当事項はありません。 

 

  （２）反対株主の株式買取請求の手続の経過 

     本吸収合併は、会社法第７９６条第２項本文に規定する簡易合併であるため、該

当事項はありません。 

 

  （３）債権者の異議申述の手続の経過 

     当社は、本吸収合併に関し、会社法第７９９条第２項及び第３項に基づき、２０

２３年５月１９日付官報に公告を行うとともに、同日付で電子公告を行いました

が、当社に対して、同法第７９９条第１項に基づき異議を述べた債権者はおりませ

んでした。 



 

４．本吸収合併により当社が堺Ｌから承継した重要な権利義務に関する事項 

（会社法施行規則第２００条第４号） 

  当社は、本吸収合併の効力発生日である２０２３年７月１日をもって、堺Ｌより、その

資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継いたしました。 

 

５．堺Ｌの事前備置書面（会社法施行規則第２００条第５号） 

  別紙の通りです。 

 

６．変更登記日（会社法施行規則第２００条第６号） 

  ２０２３年７月１２日(予定) 

 

７．前各項に掲げるもののほか、本吸収合併に関する重要な事項 

（会社法施行規則第２００条第７号） 

  該当事項はありません。 

 

以 上 

 



 

 

 
































































